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噂

論

自
作
農
維
持
策
三
し
て
の
地
相
免
除

-河

田

嗣

頁B

今
回
衆
議
院
は
自
作
農
維
持
策
的
一
助

t
L
て
自
作
農
地
の
地
租
セ
免
除
す
る
議
案
を
泊
過
し
た
。
そ
れ
以
阪

に
腐
〈
世
に
知
ら
れ

τ居
る
や
う
に
「
地
租
を
納
む
べ
き
者
(
法
人
を
除
C)ω
住
所
地
市
町
村
及
其
隣
接
市
町
村

内
に
於
り
る
田
畑
地
舗
の
合
計
金
額
其
同
居
家
族
り
分
正
合
算
し
二
百
回
未
満
な
る
正
き
は
命
令
の
定
む
る
所
に

依
り
廿
芦
田
畑

ω地
租
を
徴
牧
せ
す
但
小
作
仁
付
し
た
る
田
畑
に
付

τは
此
限
に
在
ら
中
」
E
ν
ふ
の
で
あ
る
。

元
来
此
の
耳
目
租
集
は
地
税
依
例
中
改
正
法
律
案
正
し
て
政
府
の
提
出
し
た
る
地
租
一
分
械
業
を
委
員
曾
に
於

τ

修
正
し
た
も
の
で
ゐ
う

τ、
原
案
は
人
も
知
る
如
〈
地
利
保
ム
ザ
第
一
候
中
「
田
畑
地
痕
百
分
の
四
個
五
」
を
『
田
畑

地
間
個
訂
品
川

ω=一
個
五
』
に
『
回
畑
地
調
百
分
三
個
ニ
」
を
『
田
畑
地
積
百
分
ニ
個
五
」
に
改
め
ん
正
す
る
も
の
で
あ
っ

品5

長官

自
作
農
維
持
舘
と

L
て
の
地
租
免
酷

第
二
十
二
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(
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一
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1面

自
作
農
維
持
筑
と
し
て
白
地
担
兎
険

た
。
そ
し

τ其
の
改
正
は
所
調
税
制
整
理
案
中
の
一
項
を
潟
す
も
の
ご

L
t
、
他
の
幾
多
の
税
法
改
正
案
正
共
に

議
舎
に
提
出
苫
れ
た
の
で
あ
る
。

従
て
原
案
は
必
宇
し
も
特
に
自
作
農
維
持
集
正
し
て
其

ω保
護
を
目
的
Z
し
て
遁
ら
れ
た
も
の
ご
調
ふ
の
で
は

な
〈
、
英
の
修
正
案
も
亦
表
面
上
は
た
hv
税
制
の
一
一
改
正
た
る
に
外
な
ら
泊
け
れ
ど
、
委
員
曾
に
於
て
修
正
を
主

張
せ
る
者
の
理
由
ご
す
る
所
を
聞
け
ば
、
朋
か
に
農
政
上
の
必
要
に
鑑
み
岡
家
政
策
に
立
脚
し
て
、
特
に
自
作
農

維
持
策
上
の
一
一
手
段
ご
し

τ斯
か
る
改
正
を
行
は
ん
ご
す
る
も
の

r
zせ
ら
れ
た
o

畑
山
て
作
品
に
は
共
の
意
味
に
於

て
此
の
改
E
案
を
致
察
し
て
見
た
い
Z
思
ふ
。

現
今
農
政
上
に
普
通
に
行
は
れ
る
見
解
ご
し
て
は
、
所
諦
自
作
農
主
義
は
、
農
企
業
の
方
式

E
L
τ
最
も
健
全

な
も
の
Z
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
剖
ち
自
作
農
業
は
大
地
主
仁
よ
る
大
農
級
相
官
よ
り
も
集
約
経
傍
的
行
は
れ
る
貼
に

於
て
優
り
、
小
作
農
業
よ
b
も
土
地
が
愛
護
せ
ら
れ
又
集
約
経
替
の
行
は
れ
る
紬
に
於
て
優
h
、
此
等
の
経
済
上

の
利
貼
あ
る
に
加
へ
て
、
有
作
農
民
は
最
も
墜
寅
な
る
中
産
者
ご
し
て
中
等
階
級
の
中
墜
を
錦
す
者
な
れ
ば
、
耐

曾
政
策
的
に
も
自
作
農
民
の
維
持
を
悶
る
は
、
必
要
欠
「
ぺ
か
ら
5
る
所
正
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
奥
に
叉
之
を

農
民
の
心
理
よ
h
詞
ふ
も
、
小
作
人
其
他
農
村
の
無
産
者
は
自
作
農
民
た
ら
ん
ご
希
望
す
る
を
常
正
し
、
自
作
曲
属

1) 大正十五年二月二十一日官報披外衆議院議事越陀鍬第十λ腕小川榔太郎民憤

読書開。併せて大正十五年一月二十大阿古報抑舛衆議院議事連百日銭第六腕小

川郷太郎氏前話番問。



民
た
る
者
は
、
最
も
自
主
猫
立
的
に
し

τ、
恒
心
あ
る
も
の
E
考
へ
ら
れ
て
居
る
。

現
今
農
地
所
有
制
の
改
革
方
策
己
し
て
は
、
土
地
公
布
制
の
質
施
ピ
自
作
的
所
有
制
の
普
及
ピ
の
二
つ
の
道
筋

の
考
へ
ら
れ
る
が
北
同
組
だ
が
、
所
制
土
地
制
度
改
革
論
者
及
或
娠
の
制
品
目
主
義
者
は
前
者
を
主
張
す
る
に
反

L

て
、
大
多
数
的
政
策
論
者
は
後
者
を
以
一
1
穏
健
な
る
策
ピ
考
へ

τ居
る
。
そ

L
て
之
を
現
時
の
農
民
の
心
怖
か
ら

い
へ
ば
、

た
正
へ
土
地
凶
有
制
を
官
施
し
て
も
、
農
民
民
大
抵
十
人
が
十
人
ま
で
自
分
の
も
の
ピ

L
て
の
土
地
が

欲
し
い
り
ピ
か
ら
、
質
際
に
於
て
は
や
は
み
り
一
一
判
的
自
作
的
所
布
制
の
普
及
に
な
っ
て
し
ま
，
フ
の
は
、
草
命
後
の

露
両
却
の
宮
駅
に
照
[
見
る
も
明
か
に
ご
主
張
し
て
居
る
一

U

つ
ま
り
大
多
数
の
政
策
論
者
の
児
る
所
で
は
、
自
作

良
的
所
有
制
は
、
農
業
正
い
ふ
業
務
に
は
、
北
(
の
性
質
上
故
も
よ
〈
通
λ
(

ロ
ー
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
背
及
を
見

る
司
』
正
が
結
局
故
も
よ
〈
農
業
及
農
村
の
紋
態
金
安
定
せ
し
む
る
所
以
〕
に
ご
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
由
来
政
策
な
る
も
の
は
.
多
数
者

ω考
へ
る
所
制
通
説
な
る
も
の
に
従
ふ
の
が
例
で
あ
る
か
ら
、
農
業

政
策
上
り
方
針
正

L
Jしは、
J
m
M
4
7
自
作
農
制
の
普
及
を
闘
る
が
必
要
で
又
故
も
設
を
得
た
る
も
の
正
せ
ら
れ
、
乱
肌

曾
政
策
も
亦
此
方
針
を
穏
他
妥
首
山
り
も
り
ピ
見

τ居
る
り
で
あ
る
。
従
て
現
今
我
国
及
ぴ
欧
洲

ω諸
刷
聞
に
在
っ
て

は
、
こ
り
自
作
農

ω創
設
及
維
持
の
絡
め
に
‘
和
'q
の
立
入
っ
た
施
設
ご
方
策
が
弦
先
せ
ら
れ
‘
ヌ
色
々
な
税
度

に
於
て
賞
施
せ
ら
れ
て
居
る
次
第
で
あ
る
。

時

2命

自
作
農
維
持
筑
と

L
て
山
地
租
兎
除

第
二
十
ニ
を

(
第
四
掠
一
一
一
エ
)

ハ
四
七
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現
今
の
附
勢
E
し

τは
経
糖
蹴
態
を
自
然
の
成
行
仁
放
任
す
れ
ば
自
作
農
民
は
漸
次
減
少
す
る
を
見
れ
難
き
勢

じ
在
b
、
手
工
業
者
の
波
落
な
ど
、
相
品
川
ん
で
、
欝
来
の
中
産
階
級
は
段
々
に
表
白
す
る
の
避
付
雄
三
迎
命
に
在

於
て
も
現
に
之
を
見
る
こ
正
が
出
来
る
。

品
。
之
は
資
本
主
義
的
な
集
中
統
一
に
件
ふ
嘗
然
の
成
行
主
考
へ
ら
れ
て
居
る
が
、
兎
も
角
立
(
の
胡
貨
は
我
国
じ

常
国
統
計
年
鑑
の
一
不
す
所
に
照
す
も
、
こ
の
勢
は
数
字
的
に
立
鐙
さ
れ
て
あ
る
究
第
で
、
北
(
の
数
字
は
此
械
の

問
題
を
諭
す
る
者
の
多
〈
援
用
す
る
所
で
ゐ
る
o

試
に
之
を
示
せ
ば
左
去
の
如
き
有
伎
な
L

り
ご
す
る
。

1足

明
治
削
十
二
年
末

主白¥

白戸作

、
問

先小
ニタb

空ρ刊

fiiJ 

四
十
一
二
年
よ

、一古口、判抗告一

一、七七
A

、122

/pl 

凹

十
四

'1 五i三
分7/(

、正口一、与豆

、同
A

昔、凡一一口

、七三二一交

ュk.
iE 

フじ

じハ百一、八阿口

11-'1 

れ勺オ

一、占一問問、
A

己一

一、吾己、九一三

Ii'J 

年
末

一、主一、一一号

吾一口、四七色(

IP:J 

四

年
末

一、屯一喝、
A
A
4
2

、幸一回
J

一完
E世

自
作
品
班
小
作

~I 

jj; 

一、一一一、(}((七戸

吾寺

-A --也

、一品耳、

ヨ一一一
-
A
E

一
軍
豆
、

E
P一

= -. 
"'-

ニ、一夫、元一

ヨ

=
7
同一回

一一、一主下、九九五

三一一・ロ一品

ュ、一一口凶、且口ん

昌一・包五

ュ、一一
D
A
、A
七五

ー. 
1 

百

分

比

倒

小
者

Z内
角

ご日

-c 
ご旨

七

一
一石・正一四

一石・九回・

石

fi主
ご6

~" -、 作

日
伸
僻
小
作

ユ元・口同
.TL，; 

同

~" 

元

夫

g 
o 

閉口・口
同己・同口

同己・罫一

館四十四回帝悶統計年鑑84-8Sj;(



同

五

年
末

、占山内向、】三回

一、一直エ岡、
hm

八九

ニ、-王山、
1iA
ロ

Z
7
支

-一一屯・九回

g
・先

同

主

、r室岡、一一式市

ニ、一円昌也
J
Z
A
A

昌一・口
E

〕

-耳・口七

呂
・
室

F司

t 

主

、dn
L

宅
、
ロ
d

毛

一、量口、三回

-
Z
J四コ
Z

豆口・九
A

元

-z -

包

L

/;'1 

凡

'1三
;右

一、昔口口、七四七

一、単一史、吉元

豆一・
D
J
-

A . 
5 

同口・也也

(1;1 

ニ1，
年
末

一、内
A

一一、五九(〕

f，iJ 

き

、旦老、命昔

、吾首、-一人七

一、ニ四回、一
-
t
n

-
E
・均八

一一A
・同

思・九

一、二一三、在一回

邑

売

-Z・
耳
{
〕

回口・九一

同

↑
年
末

十

二

年

本

Fト

、-. 
;.".: 

、

". Cコ

器四一、八一五

量、口元

ヲ
白
・
宅
丘
一

-
T
A

・2ta

国一・口九

同

、市内一剛、五一式

号一且、也九九

主

主

Z
-
1
3
 

-4 . 
孟三

同一・一台

十
年
末
に
は
前
年
末
に
比
し
↑
高
入
千
除
戸
を
減
じ
、
某
の
翌
年
に
は
1

市
内
三
千
五
宵
戸
を
、
北
(
の
翌
年
に
は
六

右
表
に
つ
い
I

て
之
を
槻
れ
ば
、
自
作
農
家
戸
数
は
年
々
減
少

L
っ
、
ゐ
争
、
大
正
九
年
以
来
は
特
じ
著

L
〈
-

千
九
百
品
川
戸
を
減
じ
た
。
た
hv

大
五
十
一
一
年
末
に
は
前
年
末
に
比
し
二
千
三
百
品
川
戸
を
増

L
τ
居
る
。
之
に
反
L

て
小
作
人
の
戸
数
は
年
々
少
し
づ
、
増
し
て
居
る
が
大
正
十
年
か
ら
は
此
も
亦
減
少
を
一
本
L
、
た
ャ
自
作
品
瑞
小
作

農
家
が
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
在
る
。
之
を
三
者
の
百
分
比
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
夏
に
明
瞭
仁
一
一
一
者
消
長
の
布
僚

を
窺
ふ
こ
ご
が
出
来
る
。
何
れ
に

L
て
も
自
作
農
家
が
比
年
減
少
す
る
大
勢
に
在
る
こ
ど
は
掩
ひ
難
き
事
費
で
あ

る。
此
の
現
象
は
、

自
作
農
主
義
を
以
て
最
も
都
合
よ
き
も
り
ぜ
篤
す
農
業
経
協
胴
上
の
立
場
か
ら
凱
る
も
・

叉
近
年

小
作
守
議
の
随
所
に
級
品
副

L
、
然
か
も
そ
も
支
量

r
出
品
リ

t
b
f
r
謀
長
7

も
ご
な
与
、
異
質
の
階
級
戦
守
化
し
っ
、
あ
る
朕

n~. 

雨量

自
作
農
維
持
策
と
し
て
白
地
租
抱
除

第
二
十
ニ
巷

(
第
四
腕
一
『
玉
)

ハ
四
九



況
に
鑑
み
て
、

自
作
曲
属
制
の
持
及
を
以
て
其
の
問
題
の
解
決
策
E
潟
し
、

少
〈
ご
も
自
作
燥
を
以
て

一
輔
の
緩
衝

日寺

日曲

自
作
農
維
持
筑
、
と
し
て
山
地
粗
兎
除

第
ニ
十
二
容

{
第
四
瞬
一
一
山
内
)

六
五
O

地
帯
ピ
見
ん
ど
す
る
立
場
か
ら
い
ふ
も
、
共
に
甚
ピ
憂
ム
ペ
出
所
正
せ
ら
れ
る
は
、
理
由
あ
る
次
第
で
め
る

G

故

言
す
れ
ば
自
作
農
民
の
減
少
は
、

之
を
農
業
生
産
上
の
利
盆
よ
b
蹴
る
も
、
叉
之
eT
農
村
の
耐
品
目
構
成
の
上
か
ら

之
を
成
行
に
放
任
す
れ
ば
、

業
に
甚
に
憂
ふ
べ
き
現
象
正
せ
-
h
れ
る
は
、
理
由
あ
る
所
で
あ
る
。

小
作
争
議
の
方
面
に
関
聯
し
た
ザ
い
け
の
こ
E
か
ら
放
へ
る
も
、
農
業
生
産
は
段
々

蹴
る
も
、

仁
振
は
な
(
な
b
、
土
地
は
荒
肢
に
傾
き
、
農
村
の
枇
曾
生
活
は
分
裂
し

τ、
農
村
問
題
上
誕
ム
ベ
き
結
川
市
を
繭

す

ζ=、
な
ら
5
る
を
符
な

ν
ご
せ
ら
れ
る
o

私
は
或
程
度
の
自
作
曲
凪
維
持
及
創
設
方
策
を
以
て
し
て
、
小
作
問
題
が
解
決
せ
ら
れ
得
ぺ

L
t
は
信
守
凶
。
ま

し
て
之
に
依
て
大
い
に
農
村
振
興
の
貨
が
皐
が
る
に
ら
う
ご
も
信
じ
得
な
い
。
は
れ
ど
も
我
闘
の
現
以
に
於

τ白

作
農
民
の
減
少
ご
い
ふ
事
貨
が
喜
ぶ
べ
き
現
象
な
h
や
憂
ふ
4

き
現
象
な
br
や
ご
い
へ
ば
、
叩
帥
ム
迄
も
な
く
喜
ぶ

に
通
せ
一
き
る
現
象
に
る
こ
正
は
北
日
泌
仁
は
何
人
も
否
み
能
は
ゴ
る
所
な
b

t
信
す
る
。
之
を
以
て
寧
ろ
喜
ぶ
べ
き

現
象
ご
見
ん
ご
す
る
者
以
、
土
地
が
粂
併
せ
ら
れ
る
こ
己
は
、

や
が

τ其
の
粂
併
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
一
極
め
に

会
有
に
移
す
に
使
利
で
、
小
さ
〈
自
作
曲
肱
的
に
多
数
人
に
よ
っ

τ所
有
せ
ら
れ
る
よ
り
も
、
大
己
〈
大
地
主
的
に

少
数
意
に
よ
っ
て
纏
め
て
所
有
さ
れ
た
方
が
、
一
批
舎
の
一
公
布
制
を
賀
行
す
る
場
令
に
便
利

r
t考
へ
る
一
舵
曾
主
義

者
中
の
或
一
似
の
人
々
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
卸
も
枇
合
主
義
質
現
の
階
段
Z
し
て
方
倒
的
に
之
を
観
て
便
宜
に



吉
見
晶
君
以
外
異
質
に
農
業
生
産
主
農
村
枇
曾
芭
の
利
盆
E
竪
質
性
ピ
か
ら
観
て
、

炉
、
る
傾
向
を
喜
ぶ
者
は
無

ハV

筈
で
め
る
o
特
に
大
農
組
織
に
よ
る
大
規
模
鰹
笹
の
行
以
れ
雄
主
我
閣
の
賓
肢
に
於

τ然
h
ご
す
る
o

四

自
作
農
の
漸
次
減
少
す
る
傾
向
を
以

τ経
済
政
策
的
に
も
枇
曾
政
策
的
に
も
喜
ぶ
ぺ
か
ら
宇
ご
す
る
所
か
ら
、

自
作
農
の
維
持
正
創
設
ご
の
政
策
は
表
は
れ
て
来
る
o

そ
し
て
其
の
政
策
に
は
直
接
に
自
作
農
創
設
事
業
ご
し
て

行
は
れ
る
も

ω
も
あ
れ
ば
、
又
間
接
に
其
の
事
業
を
載
助
す
る
施
設
ご
し
て
行
は
れ
る
も
の
も
め
る
o

自
作
曲
凪
維

持
政
策
に
至
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

所
で
今
問
題
に
な
っ

τ居
る
自
作
農
地
の
兎
組
正
い
ふ
こ

Z
は
、
主
正
し
て
自
作
農
の
維
持
の
柏
崎
に
英
一
方
策

ご
し
て
集
出
せ
ら
れ
た
る
も
の
た
る
は
、
前
に
之
を
明
か
に
し
た
通

h
rが
‘
併
し
'
ぞ
れ
は
叉
岡
械
に
自
作
農
地

創
設
事
業
仁
劃
す
る
補
助
政
策

E
L
て
も
・
多
少
の
意
義
を
有
も
得
る
も
の
で
あ
る
。

先
づ
自
作
農
維
持
策
ご
し
て
の
地
租
兎
除
の
放
来
に
就
い
て
考
ふ
れ
ば
、
現
今
農
家
経
済
困
難
の
一
一
原
闘
が
租

枕
会
謀
の
負
傷
の
過
重
正

ν
ム
一
』
ピ
仁
存
す
ご
せ
ら
れ
る
所
よ
り
観
て
、
地
租
の
免
除
が
多
少
自
作
農
家
の
解
糖

上
の
困
難
を
軽
，
フ
す
る
に
足
hf
某
の
経
済
の
安
定
を
得
せ
し
む
る
に
貢
献
す
る
所
ゐ
る
吋
き
は
疑
を
容
れ
は
い
。

地
租

ω兎
除
は
之
に
仲
ふ
附
加
税
山
り
免
除
正
も
な
る
次
第
な
れ
ば
、
貧
弱
な
る
自
作
小
農
家
の
経
済
に
取
っ
て
荷

跡事

論

白
作
農
緋
持
筑
と
L
て
ゆ
地
租
免
除

第
二
十
二
巻

(
第
四
蹴
一
一
七
)

，、
五
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H年

白
作
良
雄
持
筑
と
し
て
の
地
租
免
除

第
二
十
ニ
を

(
第
四
銃
一
一

λ
)

，、
五

誌晶

雄
注
こ
ご
た
る
は
言
ム
迄
ち
な
い
。
た
ご
へ
其
の
税
額
ニ
モ
ゐ
ま
り
多
き
な
師
酬
で
は
な
い
に
し
て
も
、
何
し
ろ
小

農
の
一
家
経
済
は
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
に
加
へ

τ、
農
家
己
い
ふ
も
の
は
貨
物
経
証
明
的
な
経
済

ω
立
て
方
の
下
に

生
活
し
て
居
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
小
燥
に
於

τき
う
で
あ
る
か
ら
・
金
銭
負
擦
の
帳
滅
は
、

そ
の
経
済
を
安
か

ら
し
む
芯
所
比
較
的
多
大
で
あ
る
。

即
も
農
家
は
た
己
へ
小
山
居
た
り
ご
も
た
い
v

生
き
f
L
行
〈
に
げ
の
意
味
に
於
て

は
生
活
に
は
制
令
に
困
ら
ぬ
も
の
に
け
れ
Y
」、

金
銭
枇
入
の
少
い
の
が
い
つ
も
病
で
あ
る
c

従

τ金
銭
負
搭
然
か

も
現
金
で
何
月
何
日
迄
に
是
非
納
め
ね
ば
な
ら
凶
ご
い
Y
L
や
う
な
金
銭
負
踏
の
料
減
せ
ら
れ
る
こ
芭
は
、
北
(
経
済

を
且
富
む
者
に
取
っ

τ少
か
ら
A
V
背
痛
を
挫
滅
す
る
に
足
る
も
の
で
ゐ
る
。

然
し
同
じ
〈
自
作
農
地
の
地
机
を
見
除
す
る
に
し
て
も
、
北
(
の
見
除
は
荷
〈
も
自
作
地
た
る
限
b
其
大
き
に
は

闘
係
な
〈
一
切
免
除
す
る
か
、
そ
れ
芭
も
一
定
の
制
限
を
設
け
其
の
限
度
以
下
り
小
自
作
農
地
を
免
除
す
る
か

は
、
其
の
政
策
上
の
意
義
正
一
双
果
E
に
於
て
多
少
相
違
す
る
所
な
き
を
得
な
い
ら
然
る
に
今
回
衆
議
院
に
於
て
決

定
せ
ら
れ
た
る
苑
租
案
は
、

一
定
の
制
限
を
設
り
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
全
国
H
は
小
農
た
る
向
作
農
家
の
負

携
を
煙
滅
す
る
と
正
に
存
す
る
。
所
が
兎
に
又
孜
ふ
れ
ば
其
の
制
限
の
つ
け
方
に
は
土
地
而
肢
の
上
で
つ
け
る
の

古
地
問
恨
の
上
で
つ
け
る
の
ど
の
別
が
あ
る
わ
け
で
、
今
回
の
案
は
地
慣
に
よ
っ

τ制
限
を
設
け
、
上
に
示
し
た
や

う
に
「
件
所
地
市
町
村
民
隣
接
地
市
町
村
内
に
於
け
る
悶
州
地
債
の
令
計
金
額
北
白
同
居
家
族
の
分
ざ
合
算
し
武
百

国
未
満
な
る
ど
き
」
己
せ
ら
れ
た
。
自
作
地
面
積
仁
つ
い
て
制
限
を
附
す
る
も
自
作
地
々
慣
に
依

τ制
限
す
る
も



結
局
は
同
じ
ゃ
う
な
結
果
に
な
る
の
だ
が
‘
地
舗
に
依
る
も
の
正
せ
ら
れ
た
の
は
租
校
技
術
上
の
便
宜
を
考
へ
て

か
ら
で
あ
っ
て
、
地
租
が
地
使
百
分
の
幾
仰
己
い
ふ
風
に
な
っ
て
居
る
も
の

rか
ら
、
大
健
毛
れ
に
依
っ
た
も
の

Z
思
は
れ
る

Q

然
ら
ば
地
附
明
或
汀
回
以
下
の
所
有
田
畑
ご
い
へ
ば
、
而
政
に
し
た
ら
大
館
y
」
の
位
の
面
積
に
嘗
る
か
ご
い
ふ

に
、
田
畑
の
地
慣
が
地
方
に
依
て
大
い
に
具
な
っ
て
居
る
か
ら
、
そ
の
面
積
も
地
方
仁
よ
ち
少
か
ら
5
る
相
違
ゐ

る
こ
ご
、
思
は
れ
る
が
、
金
岡
平
均
的
に
見
た
な
ら
ば
、
団
地
で
凡
そ
玉
、
六
段
畑
地
で
二
、
三
町
〈
ら
ゐ
の
も

の
で
あ
ら
う
。
試
に
主
税
局
の
調
査
に
就
て
見
る
に
、
大
正
十
三
年
一
月
一
日
現
在
全
闘
各
府
腕
に
渡
れ
る
或
地

方
々
々
の
地
使
最
高
最
低
は
岡
地
に
つ
い
て
は
最
も
高
い
の
は
一
段
四
百
七
拾
を
岡
四
拾
銭
最
も
低
い
の
は
戒
銭

倉
庫
ご
な
っ

τ居
る
o

然
し
・
』
れ
は
繭
施
端
に
過
ぎ
中
剤
は
い
突
飛
な
例
で
あ
る
。
最
高
ご
い
っ
て
も
大
抵
の
府

腕
で
は
百
固
か
百
五
拾
凶
位
で
あ
ム
リ
、
最
低
煩
格
亦
拾
銭
戒
姶
鋭
四
拾
鋭
五
拾
銭
、
己
い
ふ
や
う
な
の
が
多

ν。
そ

こ
で
総
地
侭
卒
均
段
金
ご
し
て
各
府
腕
に
つ
き
示
さ
れ
た
る
も
の
を
叉
真
に
会
閥
的
に
総
括
し
た
る
も
の
に
つ
い

て
見
れ
ば
、
丞
拾
阿
国
品
位
拾
九
銭
ぜ
な
っ

τ居
る
o

こ
れ
が
大
膿
平
均
的
な
所
で
あ
h
、
普
通

ω農
家
の
所
有
し

て
居
る
岡
地
は
先
づ
凡
手
そ
ん
な
地
慣
に
ご
児
て
大
過
な
い
で
あ
ら
う
。

き
う
す
る
正
今
地
償
訪
町
内
岡
ご
い
へ
ば

六
段
問
調
に
蛍
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

つ
ま
ち
六
段
以
下
位
を
自
作
す
る
者
の
地
租
を
免
除
1
る
案
に
ご
見

τ大
池

な
量
次
第
で
あ
る
。

1I1} 

自
作
農
維
持
筑
と
し
て
の
地
租
刷
用
除

片 品

自国

弟
二
十
二
巻

(
部
凶
披
一
一
九
)

/、
五

主酷局体五十回統計年報番8，頁
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自
作
品
維
持
策
と
し
て
の
地
租
免
除

究
に
畑
地
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
最
高
は
一
段
参
宵

O
武
闘
五
拾
或
鋭
六
日
出
正
い
ふ
の
が
ゐ
る
が
之
れ
亦
飛
び
離

れ
た
例
外
的
の
も
の
で
あ
り
、
普
通
は
最
高
古
い
っ
て
も
入
、
九
拾
凶
位
な
も
の
で
ゐ
る
。
最
低
に
は
四
厘
己
V

師寺

〔
第
四
貌
二
一
F
J
}

諭

第
二
十
二
巻

ハ
五
四

ふ
の
が
ゐ
る
が
之
れ
亦
例
外
的
叫
も
の
た
る
仁
過
ぎ
ぬ
。
そ
ニ
で
や
は
り
織
地
伺
挙
均
杢
閥
総
括
に
於

t
は
一
段

入
国
四
扮
九
銭
ピ
い
ふ
こ
ご
に
な
っ

τ居
る
o

そ
の
見
営
に
と
す
れ
ば
地
問
問
武
百
回
は
二
町
三
、

四
反
に
営
る
ミ

ご
に
な
る
。

然
し
貸
際
に
於

τは
問
地
ば
か

b
持
て
居
て
畑
地
は
一
筆
も
所
省
L
な
h
v
E
レ
ふ

ωも
稀
な
れ
ば
、
内
地
で
は

畑
地
に
り
で
田
地
を
全
く
所
有
し
は
い
の
も
稀
で
ゐ
る
。
大
抵

ω農
家
は
田
畑
令
せ
て
所
有
す
る
を
例
ご
し
、
其

の
組
合
せ
は
闘
よ
り
地
方
に
よ
b
叉
人
に
依
つ

τ色
々
で
ゐ
る

Q

り
れ
Y
」
も
何
ご
い
っ
て
も
我
闘
で
は
岡
地
が
大

事
な
の
に
か
ら
訟
に
は
岡
地
を
主
位
仁
置
い

1τ
今
少
し
湖
袋

Lτ
見
る
。

郎
も
今
我
闘
に
於
て
は
普
通
に
自
作
農
ご
い
は
れ
る
者
は
卒
均
的
に
似
て
凹
地

evEれ
位
有
っ
て
居
る
も
の
で

あ
る
が
。
農
務
局
の
調
査
に
依
れ
ば
、
全
国

ω自
作
田
地
は
大
正
十
二
年
に
於
て
百
四
十
八
両
人
千
七
百
四
町
歩

で
あ
っ
た
o

そ
し
て
自
作
農
家
は
百
七
十
二
部
一
千
入
百
五
十
七
戸
で
あ
っ
た
。

き
れ
ば
一
戸
卒
均

ω自
作
問
地

面
積
は
、
入
段
六
畝
倫
歩
に
賞
る
ζ

ピ
に
な
る
。
次
に
悶
州
合
計
自
作
地
地
面
積
は
三
百
二
十
人
前
向
七
千
三
百
四

十
九
町
で
あ
る
か
ら
、

一
戸
平
均
は
一
町
九
反
俄
に
な
る
。

之
仁
昭
一
し
て
岡
地

r村
に
つ
い

τ致
ふ
れ
ば
前
に
示
し
た
岡
地
々
倒
武
百
回
以
下
ご
し
て
其
の
面
積
六
段
溺
な

同書記~(

本邦農業出覧(大正寸四年十一)l)

5) 

6) 



h

Z
官
れ
ば
、
其
の
制
限
以
下
の
田
地
を
自
作
す
る
者
に
謝
し
て
鬼
枕
を
行
ふ
の
で
は
、
立
(
の
面
積
傑
準
は
全
国

一
午
均
の
自
作
農
地
一
戸
蛍
b
面
積
に
も
及
ば
な
い
わ
り
で
、
中
農
正
い
は
れ
る
者
は
最
早
そ
の
兎
除
に
は
治
せ
す

た
、
小
農
の
み
が
そ
の
特
典
に
奥
か
る
-
】
、
な
る
に
過
ぎ
向
。

尤
も
我
闘
で
は
小
農
が
多
い
か
ら
W
H
際
に
於
て
は

自
作
農
民
に
し
て
も
全
国
手
均
一
戸
常
反
別
以
下
の
所
街
地
し
か
持
に
旧
制
者
の
方
が
其
れ
以
上
の
反
別
を
有
す
る

者
よ
り
も
数
仁
一
於
て
は
多

νで
あ
ら
う
。
何

L
ろ
我
同
一
で
は
全
般
的
に
翻
て
農
家
の
三
割
五
分
は
五
段
歩
以
下
の

耕
作
者
で
ゐ
h
、
六
例
九
分
迄
は
一
町
歩
以
下
の
耕
作
者
で
ゐ
る

ωピ
か
ら
、
自
作
農
に
し
て
も
田
地
六
段
歩
以

下
山
り
耕
作
者
は
削
合
に
多
数
な
る
ぺ
き
を
知
る

-ι
雑
〈
な
い
。

(
自
作
農
家
を
そ
の
耕
作
地
而
仙
の
脱
減
じ
よ
う

τ函
別
し
て
そ
の
歩
合
を
示

L
た
統
計
的
材
料
が
飢
山
い
か
ら
抜
に
之
を
数
字
的
に
明
示
す
る
-
』
ご
は
山
市
平
品
加
ね

何
て
A
1
之
に
就
い

τ考
へ
て
昆
る
に
、
若
し
自
作
農
家
が
保
誰
に
低
し
、

ぞ
の
維
持
を
刷
互
設
じ
を
防
ぐ
-
』
芭

旬一一 ー}ー

る
)
O
然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
見
税
は
自
作
農
民
山
一
部
分
に
し
か
及
び
得
な
い
で
、
若
山
全
部
仁
及
ば
さ
る
は
勿

論
の
こ
ど
其
の
一
大
部
分
に
及
ぶ
古
い
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ら
う
こ
ピ
は
、
相
像
に
難
か
ら

F
る
所
で
あ

る。が
政
策
上
必
要
で
又
袋
蛍
の

-
3」
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
共

ω政
策
の
一
助
ご
し
て
自
作
農
地
的
免
税
が
行
は

れ
る
古
い
ム
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
高
血
税
は
今
少
し
成
き
範
闘
に
沙
つ

τ行
は
れ
る
一
」
ご
が
、
遁
常
だ
ピ
思
は

れ
る
。
地
伺
武
百
岡
以
下
己
い
ふ
岡
崎
準
は
少
し
低
き
に
失
す
る
脱
が
め
る
。
自
作
農
家
中
に
在
つ
て
は
中
農
正
い

B与

官曲

自
作
農
耕
持
筑
と
し
て
由
地
租
発
除

第
二
十
ニ
巷

(
第
四
銃
二
ご
)

六
五
五



τ、
政
策
的
仁
自
作
農
を
保
議
す
る
必
要
ゐ
ι
り
さ
せ
ば
、
此
程
度
の
自
作
農
家
を
も
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ

II~ 

言首

自
作
時
維
持
錠
と
し
て
白
地
租
兎
除

格
二
十
二
番

ぞ
0) 

品i'll
済
主jと

てニ
ら‘己
〈‘

でプf
11 
~!!~、
し、

0) 

で
あ
っ

(
第
四
班

は
れ
る
者
印
も
一
町
や
一
町
五
反
位
の
岡
地
を
耕
し
て
居
る
者
は
、

ま
ち
た
h
y

自
作
農
家
中
の
大
農
り
み
が
弛
税
に
伯
し
な
い
に
け
の
こ
ご
で
み
る
o

然
か
も
我
闘
の
官
般
に
於

τは

自
作
農
に
し
て
ゐ
土
b
大
き
な
の
は
純
一
レ
。
自
作
農
地
ご
い
へ
ば
俗
程
大
き
な
の
で
も
二
町
五
反
か
三
町
位
の
も

の
で
ゐ
る
。
三
町
以
上
も
自
作
す
る
や
う
な
の
は
稀
な
例

Z
L
て
所
に
よ
っ
て
之
を
児
る
に
過
ぎ
な
い
。
(
私
の

知
っ
て
居
る
例
で
は
大
分
脈
下
に
一
家
で
三
町
人
反
を
経
営
し
て
居
る
例
が
一
つ
ゐ
る
)
。
巣
し
て
然
自
ば
怖
も
自

作
農
地
の
兎
秘
を
行
ふ
ご
い
ム
か
ら
に
は
、

そ
L
て
そ
れ
が
農
政
上
の
必
要
よ
h
，
行
は
れ
る
政
策
で
ゐ
名
か
ら
に

は
地
価
慣
な
ど
に
制
限
を
設
り
な
じ
で
、
す
べ

τ自
作
農
地
た
る
も

ωを
弛
利
す
る
こ
正
に
す
る
方
が
、
政
策
上
兎

に
布
殺
な
る
べ
き
を
疑
ふ
こ
£
が
山
山
市
曲
。
今
回

ω昆
杭
案
は
妥
協
に
よ
っ

τゐ
ん
な
制
限
が
つ
〈
ミ
=
に
な
っ

た
の
に

t
思
は
れ
ゐ
が
、
妥
協
正
い
ふ
奴
は
大
抵
の
場
合
に
於

τ中
途
乍
端
で
あ
も
o

政
策
が
中
途
宇
端
な
ら
ば

放
川
本
も
中
途
宇
端
な
る
?
へ
き
を
兎
れ
雛

ν。

五

次
に
新
に
自
作
農
を
創
設
す
る
方
策
を
行
ふ
に
つ
い
て
、
自
作
農
地
の
兎
枕
が
、

如
何
な
る
意
義
そ
有
も
得
る

か
を
見
る
に
、

そ
れ
は
一
一
械
の
傭
助
策
正
し

τ事
業
を
促
進
す
る
上
に
多
少
の
殺
巣
を
表
は
し
得
る
で
あ
ら
う
。



言
ふ
迄
も
な
〈
現
A
T
行
は
れ

τ属
。
自
作
農
制
設
事
業
は
、

小
作
人
又
は
純
粋
な
農
業
峠
労
働
者
仁
農
地
の
所
有

ぞ
得
し
的
之
を
化
L
て
削
次
自
作
農
民
た
ら
し
め
ん
ご
す
る
も

ωで
ゐ
る
。
然
る
に
此
の
事
業
が
十
分
に
有
数
に

底
き
に
捗
っ
て
行
は
れ
ん
た
め
に
は
、

小
作
人
な
b
勢
働
者
な
h
が
喜
ん
で
土
地
を
買

ο取
る
風
に
な
る
こ
ご
が

必
要
で
あ
る
o

少
〈
ご
も
採
算
上
か
ら
之
を
机
て
土
地
を
買
取
っ
て
も
損
に
な
ら
凶
ゃ
う
で
な
り
れ
ば
事
業
は
旋

〈
行
は
れ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
う
っ
か

b
土
地
を
買
は
う
も
の
な
ら
小
作
を
し
て
居
る
方
が
好
(
算
盤
が
持
て

る
古
い
ふ
ゃ
う
で
は
、

此
一
事
業
は
有
殺
に
は
行
は
れ
得
倍
い
。
其
活
に
は
先
づ
由
民
地
の
倒
格
が
低
安
な
る

ιzeV』

必
要
正
し
、

叉
土
地
購
入
資
金
の
融
通
が
長
期
に
低
利
じ
又
年
賦
償
港
等
の
便
利
な
方
法
を
以
て
行
は
れ
る
等
の

こ
子
宮
必
要
ぜ
す
る
が
、
同
時
に
叉
土
地
に
闘
す
る
租
税
一
公
課
の
軽
減
さ
れ
る
等
の
こ
芭
も
事
業
促
進
の
た
め
に

便
宜
で
ゐ

b
、
殆
ん
ど
必
要
で
あ
る
ご
謝
っ
て
も
よ
い
。
此
の
意
味
に
於
て
自
作
農
地
の
地
租
見
除
の
行
は
れ
る

こ
ご
は
、
多
少
記
も
に
自
作
農
地
創
設
事
業
に
貢
献
す
る
も
の
Z
調
ひ
得
る
。

現
在
我
闘
に
行
は
れ
て
居
る
自
作
農
創
設
事
業
は
一
般
的
に
甚
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
は
れ
る

に
就
い
て
の
事
質
上
の
困
難
は
、
土
地
の
煩
栴
や
粗
枕
公
課
等
の
ニ
z
h
t
考
へ
る
ご
、
小
作
人
は
小
作
を
や
っ

τ

居
る
方
が
、

ゎ
.
3
/
¥
土
地
を
買
っ
て
自
作
農
に
な
る
よ
り
も
算
盤
勘
定
が
よ
い
て
い
ふ
黙
に
存
す
る
。
そ
し
て

此
駄
が
常
に
小
作
人
側
か
ら
は
自
作
曲
且
創
定
事
業
に
劃
す
る
不
信
任
の
原
因
ピ
な
り
少
〈
ピ
も
事
業
に
冷
淡
な
る

理
由
正
な
10
、
叉
甚
し
さ
に
至
つ
て
は
此
結
を
捉
へ
て
事
業
反
謝
や
妨
害
の
宜
肺
閣
が
行
は
れ
る
次
第
で
ゐ
る
o

制年

論

自
作
農
維
持
筑
と
し
て
の
地
租
克
除

第
二
十
二
番

(
第
四
蝶
ゴ
三
一
)

ハ
五
七



a長

論

自
作
農
維
持
筑
と
し
て
白
地
租
発
時

第
二
十
二
審

(
第
四
銃
一
ニ
四
)

ハ
Eλ

き
れ
ば
要
す
る
に
新
た
に
自
作
農
を
創
設
す
る
ニ
正
に
闘
し
て
は
、
自
作
農
地
見
税
政
策
は
、
補
助
的
な
意
義

し
か
有
も
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
数
果
は
直
接
で
あ
っ

τ、
決
し

τ市
民
税
す
る
こ
ピ
の
出
来
的
向
も
の
で
あ

る
o

土
地
の
債
格
英
他
に
閲
す
る
保
件
が
十
分
好
都
合
に
整
は
な
〈
て
は
、
昌
見
租
に
け
行
は
れ
た
ご
て
共
が
事
業

促
進
の
上
に
及
ぼ

L
得
る
勘
品
川
堤
は
見
る
に
足
ら
泊
も
の
た
る
を
免
れ
難
い
が
、
他
山
り
保
件
的
整
ひ
た
る
上
に
山
川
は

自
作
地
見
租
が
行
は
晶
、
に
於
て
は
、
自
作
地
創
設
の
事
業
は
少
か
ら
十
促
進
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
o

六

総
べ

τ上
に
述
べ
る
や
う
な
意
味
合
か
ら
し
て
、
自
作
農
地
り
見
租
ど
い
ふ
こ
ど
は
、
農
政
上
か
ら
見

τ是
認

， 引 叫 ト 斗 川 行山，-""ル"~'-.' . 

せ
ら
る
吋
き
も
の
正
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
劃
し

τは
叉
他
の
梢
』
之
吉
田
謂
れ
る
方
策
を
山
川
一
1
ん
ご
す
る

試
み
が
あ
る
o

其
一
は
現
に
議
曾
に
於
て
も
問
題
ご
な
っ
た
所

ωも
ωで
あ
っ
て
、
白
作
農
地
ご
い
は
十
一
般
的

に
田
畑

ω
地
租
を
艇
減
せ
ん
記
す
る
計
査
で
ゐ
る
。
卸
も
例
へ
ば
戒
政
枠
捕
の
主
張
す
る
や
う
に
、
田
畑
地
租
を
一

分
方
艇
蹴
せ
ん
正
す
る
も

ω
、
如
き
で
あ
っ
て
、
議
曾
に
提
出
さ
れ
た
政
府
原
案
は
、
前
に
一
本
し
た
や
う
に
、
-
』

の
一
般
的
魁
械
を
柏
崎
3
ん
ピ
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
方
策
を
自
作
農
地
の
兎
租
正
い
ふ
方
策
ご
比
ぺ
て
見
れ
ば
、
雨
者
間
に
大
分
意
義
の
相
遠
の
認
む
べ
き
も

ゆ
が
あ
る
。
卸
も
一
般
的
な
る
田
畑
地
租
の
軽
減
は
、
其
の
目
的
ご
す
る
所
の
卒
庇
な
る
表
は
れ
は
、
農
業
所
有



者
保
護
的
立
場
仁
在
る
か
、
然
ら
古
れ
ば
他
の
方
面
的

2

租
税
己
の
均
衡
上
回
畑
地
租
負
婚
が
過
重
な
り
ご
の
意
味

か
ら

L
τ
、
負
捻
の
会
話
・
を
期
せ
ん
が
錦
の
も
の
た
る
に
外
な
ら
ぬ
o

き
れ
ば
た
し
γ

之
を
農
地
に
つ
い
て
見
れ

ば
、
自
作
地
た
る
ご
否
正
を
悶
は
宇
一
般
的
仁
地
租
負
捻
が
髄
減
せ
ら
れ
る
の
で
ゐ
る
。

き
れ
ば
若
し
其
の
腔
械
の
行
は
れ
る
に
つ
い
て
何
等

ω制
限
が
設
げ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
大
地
主
た
る
ご
小
地

主
た
る
ご
を
問
は
守
、

一
様
に
共
の
軽
減

ω思
惑
に
岬
附
す
る
ニ
ご
に
な
る
。
然
る
に
政
府
が
議
曾
仁
提
出
し
た
原

業
の
や
う
に
一
定
限
度
以
下
り
田
畑
所
有
者
に
掛
し
工
は
免
税
を
行
ふ
己
い
ふ
の
で
め
る
な
ら
ば
‘
大
地
主
や
中

地
主
に
謝
し

τは
地
税
の
聴
械
を
行
ひ
小
地
主
や
小
自
作
農
ゃ
に
劃
し
て
は
地
租
の
会
見
を
行
ふ
こ
ぜ
に
な
る
。

政
府
の
原
案
ご
い
ふ
の
は
「
地
税
を
納
む
べ
き
者
(
法
人
を
除
〈
)
の
同
一
市
町
村
内
に
於
り
る
閏
州
地
伺
の
合
計

其
同
居
家
族
の
分
己
合
算
し
地
慎
二
育
園
未
満
な
る
ど
き
は
其
の
回
州
の
地
租
を
徴
牧
せ
中
但
し
共
の
住
所
地
以

外
の
市
町
村
に
於
り
る
田
畑
に
付
て
は
此
限
に
ゐ
ら
十
」

t
い
ふ
の
で
あ
る
。
此
案
の
如
き
も

ωで
あ
る
正
、
会

計
地
価
恨
一
一
両
国
以
下
山
農
地
を
所
有
し
て
居
る
者
は
、
自
作
農
た
し
る
正
否
ピ
を
悶
は
す
一
様
に
地
視

ω兎
除
を
受

り
る
こ
正
に
な
る
が
、
然
し
そ
れ
は
同
一
市
町
村
内
に
於

τ之
を
有
す
る
場
合
仁
限
b
他
の
市
町
村
内
に
於

τ有

す
る
土
地
に
封

L
t
は
免
税
は
行
は
れ
な
い
。
そ
し
て
銭
に
最
も
注
意
す
べ
き
こ
正
は
、

そ
れ
が
自
作
農
地
に
限

-02
高
見
叫
叫
す
る
ピ
い
ふ
の
で
無
い
貼
で
あ
る
。

斯
る
が
放
に
右
の
如
き
免
税
策
は
、

一
般
的
に
小
農
家
の
経
隣

z生
活
正
ド
顧
慮
し
て
行
は
れ
る
も
の
た
る
に

時

自
作
農
維
持
鏡
と
し
て
の
地
租
克
除

弟
二
十
二
佳

(
拍
車
問
鶴
一
二
五
}

百
五
九

日前

大正十五年二月ニト I~官制枕升衆議院議 J'遮 ile鍛第十八親助載[地租儲例
中改正法律案J

4) 



闘争

品令

自
作
農
維
持
続
と
し
て
白
地
祖
菟
蹄

第
二
十
二
番

(
第
四
蹴
一
二
六
)

ハ
式
。

外
な
ら
す
、
却
も
農
村
振
興
策
正
炉
い
ふ
や
う
な
立
場
か
ら
槻
て
割
出
さ
れ
る
方
策
で
、
真
に
立
入
っ
て
英
の
農

村
振
興

ω柏
崎
に
は
自
作
農
主
義
を
普
及
せ

L
せ
し
め
な
げ
れ
ば
な
ら
心
か
ら
、
共
の
事
の
怨
に
自
作
農
地
の
負
挽

軽
減
を
行
は
ん

t
す
る
所
に
ま
で
は
考
へ
及
h
u

で
居
な
い
の
で
あ
る
o

尤
も
二
育
園
以
下
の
地
皿
聞
を
有
す
る
土
地

の
所
有
者
中
に
は
自
作
農
民
も
合
ま
れ
て
居
る
か
ら
、
そ
れ
が
自
作
農
民
の
負
鎗
粧
減
己
な

ιな
い
や
り
は
飢
じ

が
、
特
に
自
作
農
民
を
引
扱
い
て
考
へ
之
江
り
を
別
に

L
て
考
へ
な
い
V

駒
に
於
て
、
自
作
農
地
免
税
政
策
ご
は
少

か
ら
宇
其

ω政
策
ピ

L
て
の
立
場
ピ
従
工
意
義
正
致
栄
子
炉
-
異
に
す
る

ω
で
あ
る
。

ピ
に
か

C
此
政
策
は
一
般
的
に
悶
畑
土
地
の
所
有
者
を
眠
中
に
置
て
共
の
税
負
鎗
を
免
除
し
粧
減
せ
ん
ご
す
る

も
の
な
れ
ば
‘
腕
方
に
よ
っ
て
は
農
村
所
有
者
階
級
の
保
護
ご
も
見
ら
れ
、
農
村
無
産
者
階
級
は
か
、
る
方
策
に

之
に
反
し
て
自
作
農
地
の
税
税
見
除
は
、

た
さ
へ
地
調
ニ
百
回
以
下
山
土
地
の
所
布
者
T
あ
っ
て
も
、
共
土
地

，，， ~旬、川~刑仰が ド川市川

封
し
て
反
戚
を
懐
〈
-
』
吉
、
も
な
る
恐
が
ゐ
る
。

を
小
作
に
付
し
て
居
る
者
ね
免
除
の
恩
恵
に
浴
L
な
い
の
に
か
ら
、
た
U
Y

軍
純
に
所
有
者
保
護
ど
い
ふ
こ
ご
に
は

な
ら
泊
。
叉
一
般
的
に
小
農
地
所
有
者
を
保
護
す
る
こ
芯
に
も
な
ら
な
い
。
小
農
地
所
有
者
中
に
在
っ
て
も
自
ら

働
き
一
家
の
鋒
カ
を
主
正
し
て
某
の
所
有
地
を
自
作
経
倍
す
る
者
の
み
に
謝
し

τ兎
殺
を
行
は
ん
正
す
る
も
の
な

れ
ば
、

そ
れ
は
一
穂
の
勤
券
保
護
で
あ
る
。
帥
も
自
作
農
民
が
其
の
一
家
の
勤
労
を
行
ふ
に
つ
き
共
の
場
所
己
な

b
生
産
の
原
料
ピ
な
る
所

ω土
地
を
所
有
す
る
に
就
い

τ之
に
劃
す
る
租
税
を
免
除
L
以
て
英
の
一
家
経
憐
己
生



活
ど
の
困
難
を
軽
減
せ
ん
ご
す
る
も
の
な
れ
ば
、
之
は
決

L
て
闇
早
純
な
る
所
有
者
保
識
で
は
な
い
o

少
〈
芭
も
勤

陸
宮
者
保
護
の
意
味
が
加
味
さ
れ
て
あ
る
o

勿
論
そ
こ
に
は
多
少
プ
チ

1
、
プ
b
F

ヂ
ヨ
ア
的
な
臭
味
が
謀
っ
て
居
る

り

μ
ど
も
、
自
作
農
主
義
な
る
も
の
が
元
来
プ
チ
!
、

プ
ル
デ
ヨ
ア
的
な
も
の
で
あ
h
、
現
時
の
農
業
ピ
農
民
正

が
(
特
に
我
闘
に
於
て
)
プ
チ

1
、
プ
戸
デ
ヨ
ア
式
に
出
来
て
居
る
か
ら
に
は
、
政
策
上
じ
や
は
ち
英
の
臭
味

ω伸

は
る
は
止
む
を
得
，
さ
る
所

Z
L
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。

真
仁
之
を
農
村
振
奥
策
正
し

τの
意
味
か
ら
考
へ
て
、
土
地
の
所
有
者
一
般
に
劃
す
る
租
税
の
軽
減
ピ
小
所
有

者
に
劃
す
る
に
兎
枕
Z
を
行
は
ん
正
す
る
方
策
の
放
山
本
を
見
る
に
、
そ
の
農
業
政
策
的
な
意
義
は
決
し
て
無
い
わ

け
で
は
な
(
、
農
村
振
興
の
匁
に
貢
献
す
る
所
の
多
少
司
』
れ
あ
る
べ
き
は
疑
な
き
所
で
ゐ
る
。
げ
れ
ど
も
そ
れ
は

特
に
自
作
を
奨
附
す
る
意
味
に
於

τは
、
白
作
農
地
に
限
h
免
枚
せ
ん
ど
す
る
方
策
に
及
ば
な
い
o

自
作
農
民
を

維
持
す
る
意
味
ピ
、
小
作
人
が
自
作
農
民
党
ら
ん

Z
す
る
場
合
に
之
を
奨
脚
す
る
意
味
ピ
に
於
て
一
般
的
小
由
民
地

兎
枚
方
策
は
決
し
て
無
倒
伯
の
も
の
で
は
無
V
が
、
岡
崎
に
叉

ι『
の
方
策
を
以
て
す
れ
ば
、
小
地
主
に

L
て
其
の

所
有
地
を
小
作
に
附
し
て
居
品
者
も
蒐
枕
に
搭
す
る
結
果
彼
等
の
地
位
を
扶
り
、
彼
等
が
小
作
人
己
一
闘
争
す
る
場

合
に
は
、
間
接
な
が
ら
多
少
を
の
戦
闘
力
を
強
め
る
こ
ご
に
な
ち
得
る
。
少
〈
ご
も
農
業
一
般
の
不
振
己
小
作
崎
市

議
己
の
骨
岬
に
婚
に
浅
落
せ
ん
ピ

L
っ
、
ゐ
る
小
地
主
の
地
位
を
扶
け
共
の
投
落

ω期
を
後
れ
し
め
る
ピ
り
の
致
巣

は
表
は
れ
得
る
o

此
鮪
か
ら
見
れ
ば
、
此
日
刊
の
苑
税
方
策
は
肖
作
曲
崎
正
義
の
普
及
ピ
賞
現
ご
の
怨
め
に
は
、
北
一
勢

諭

自
作
血
維
持
筑
と
し
て
の
地
租
兎
除

弟
二
十
二
容

(
峠
静
岡
規
一
二
七
)

、、
/

H

J

 

，ー
で



E主

;市

自
作
農
融
持
筑
と
し
て
白
地
温
克
除

第
二
十
ニ
谷

(
第
四
銃
一
二
λ
)

/、
プミ

を
促
進
す
る
こ
芯
な
〈
し
て
却
て
其
勢
を
殺
「
結
果
ご
な
ら

5
る
を
保
し
難
い
。

之
に
反
し
て
自
作
農
地

ω免
枕
を
行
は
ん
正
す
る
方
策
は
農
村
振
興
策
ピ

L
て
の
意
義
以
外
に
、
中
産
階
級
の

維
持
特
に
は
中
産
階
紙
中
に
在
つ
で
も
最
も
堅
貨
な

h
ご
せ
ら
晶
、
自
作
農
民
を
維
持
せ
ん
ど
す
る
こ
ど
に
重
き

が
置
か
れ
る
次
第
な
れ
ば
、
産
業
政
策
的
意
義
正
併
せ
て
掛
曾
政
策
的
意
義
が
合
ま
れ
て
居
品
。
然
か
も
そ
の
産

私
は
国
よ

h
何

HHω
政
策
に
嵐
し
て
居
る
者
で
も
な
(
、
又
何

μω
政
黛
に
よ

h
多
〈
の
好
意
を
有
す
る
者
で

業
政
策
己
し
て
の
伺
倣
は
一
般
的
な
る
田
畑
地
租
の
軽
減
及
小
作
地
h
q

租
の
見
除
e
T
行
は
ん
ご
す
る
方
策
よ

b
も

大
で
あ
り
、
一
枇
曾
政
策
的
債
値
に
於
て
も
勝
さ
っ
て
居
る
o
な
性
な
れ
ば
農
業
特
に
我
闘
の
農
業
に
在
つ
て
は
前

に
過
ぺ
た
や
う
に
自
作
曲
成
主
義
が
最
も
よ
〈
農
業
生
産
を
雄
な
ら

L
む
る
に
適
す
る
も
の
で
あ

b
、
従
て
白
作
向
島

の
維
持
ご
普
及
ご
を
困
る
こ
ご
は
、
農
業
生
産
を
盛
な
ら
し
め
、
農
村
の
振
興
を
期
す
且
上
に
段
も
重
要
の
こ
ピ

で
ゐ
る
か
ら
o

そ
れ
か
ら
叉
中
産
階
級
の
維
持
を
闘
る
さ
い
ふ
枇
曾
政
策
的
な
意
味
に
於

τも
一
般
的
に
小
農
地

り
所
有
者
を
維
持
せ
ん
ど
す
る
こ
ピ
よ
A

り
も
、
中
産
階
削
酬
の
中
堅
た
る
自
作
農
民
を
維
持
す
る
こ
ど
が
更
に
多
(

の
枇
曾
的
側
低
金
有

L
得
る
か
ら
。

も
な
い
の

rか
ら
、
農
業
政
策
上
的
資
際
裟
が
何
れ
の
政
裁
に
依

t
立
案
せ
ら
れ
や
う
さ
叉
何
れ
の
政
識
が
之
を

議
曾
に
提
出
し
ゃ
う
ご
そ
ん
な
事
は
忍
に
取
っ
て
は
一
向
に
開
係
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
従
て
右
に
述
べ
た
二
方
策

の
比
較
の
如
き
も
、
議
採

ω叫
是
正
し
て
之
を
見
て
其
の
優
劣
を
比
較
す
る
も
の
で
は
毛
頭
な
い
。
た
い
V

一
公
卒
に
之



を
農
政
上
の
要
求
己
批
曾
政
策
上
の
必
要
古
か
ら
翻
て
、
其

ω同
慣
儲
金
致
へ
、
方
策
ご
し
て
の
優
劣
に
つ
い
て
一
公

一
中
な
る
第
三
者
ご
し
て
の
批
評
を
試
み

τ見
k
rり
の
こ
ご
で
、
そ
れ
が
な

ω任
務
だ
ご
心
得
て
居
る
。

向
は
こ
の
一
公
一
ゃ
な
る
立
場
か
ら
し

τ、
彼
の
地
税
委
譲
論
に
つ
い
て
も
少
し

f
考
察
を
縦
り
た
い
ご
思
ふ
。

七

地
税
委
譲
論
は
一
五
京
市
財
政
々
策
上
の
主
張
吉
見
ら
る
べ
き
も

ω
で
あ
る
o

そ
L
て
ぞ
れ
は
一
般
的
に
農
民
に
向

っ
て
地
租
の
抑
制
械
を
行
っ
て
其
山
負
抽
帽
を
軽
〈
し
て
農
村
長
典
ド
資
し
ゃ
う
ご
い
ふ
の
で
は
な
(
、
地
租
枚
入
を

地
方
に
委
譲
す
る
こ
ご
に
依
て
地
方
財
政
の
枚
入
を
多
〈
仁
て
、
共
的
困
難
な
る
現
放
を
救
は
ん
ご
す
る
も
の
で

ゐ
る
。
勿
論
之
が
緑
に
農
民
は
地
方
費
の
負
擦
を
臓
〈
せ
ら
れ
る
こ
ご
に
は
な
る
千
ゐ
ら
う
が
、
そ
れ
は
間
接
の

数
旧
南
で
あ
っ
て
、
裳
そ
の
も
の
が
直
接
に
枕
負
胞
の
免
除
や
斡
減
を
意
味
し
て
は
居
な
い
。
即
L
之
に
依
て
地
方

税
制
の
整
理
を
行
ふ
ご
い
ふ
ニ
ご
が
、
案
の
官
接
の
目
的
ご
な
っ
て
居
る
吋

地
秘
委
譲
が
行
は
る
れ
ば
、
約
七
千
四
百
高
岡
山
地
利
牧
入
は
市
町
村
山
り
附
加
税
ご
共
じ
必
っ
て
地
方
財
政
上

ω使
途
に
向
げ
ら
れ
る
-
』
ご
に
な
る
わ
り
に
が
・
此

ω委
議
案
を
提
議
す
る
者
以
、
此
の
税
枚
入
ゐ
る
に
至
れ
ば

地
方
は
そ
れ

rけ
負
強
を
粧
減
き
れ
て

ι〈
に
な
る
ピ
レ
ふ
消
極
的
放
果
ゐ
る
ば
か
り
で
な
〈
、
更
に
は
叉
進
ん

で
文
化
や
産
業

ω脅
迭
を
闘
る
こ
ご
が
山
家
る
ピ
主
張
し
て
居
る
。
此
紛
が
郎
も
此
案
に
依
っ
て
農
村
振
興
の
日

目寺

自
作
農
維
持
策
ー
と
し
て
の
地
租
免
除

諭

銘
二
十
ニ
笹

(
第
四
就

丸

一、司、
J''EH' 
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副長

前

自
作
曲
直
維
持
策
と
し
て
の
地
租
克
除

(
第
四
班
一
三
O
)

第
二
十
ニ
を

ム
ハ
六
回

的
を
迭
す
る
を
得
る
正
せ
ら
れ
る
理
由
で
ゐ
る
u

き
う
す
る
ご
つ
ま
り
結
局
の
意
味
に
於
て
は
此
品
茶
色
地
方
民
の

負
捻
艦
減
ご
は
な
る
わ
り
だ
か
ら
、
自
作
農
地
の
地
税

ω兎
除
及
軽
減
や
一
般
的
な
る
田
畑
地
机
の
克
除
及
騨
減

や
E
、
共
誕
の
貼
を
有
っ
て
居
な
レ
ニ
ご
は
な
い
。
け
れ
戸
」
も
後
の
ニ
者
は
明
か
に
机
税
負
擦
の
免
除
及
び
軽
減

を
行
は
ん
正
す
る
も
の
な
る
に
反
し
て
、
此
案
は
若
し
そ
の
委
譲
さ
れ
た
る
所
の
税
枚
入
が
穴
h
v

新
記
な
る
施
設

ω縛
め
に

ω
み
用
ゐ
ら
れ
、
従
来
地
方
に
於
て
自
ら
負
強
し

τ来
た
い
γ

り

ω耐
粧
品
耳
は
そ
の
ま
、
に
胤
ゐ
ら
れ
る
こ

ぜ
に
も
な
ら
ば
、
賞
際
的
仁
は
地
方
民
の
負
地
間
報
減
芭
は
な
hJ
得
な
い
匂
わ
げ
で
あ
る
。
委
譲
き
れ
た
る
地
視
牧
入

が
質
際
山
本
し

τ斯
〈

ω知
書
新
施
設
の
た
め
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
こ
正
に
な
る
か
、
そ
れ
己
主
・
之
に
依
て
少
〈

己
も
一
部
分
は
地
方
に
於
け
る
経
費
負
憶
を
軽
減
す
る
こ
ご
の
震
に
、
従
来
の
地
方
費
用

ω方
に
周
ゐ
ら
れ
る
こ

官
、
な
る
か
は
、
其
案
を

E

民
施
し

t
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
o
然
し
そ
れ
が
た
E
へ
部
分
的
な
り
己
も
新
た
な

る
文
化
M
A
縦
臨
刺
殺
M
脱
の
匁
に
朋
ゐ
ら
る
べ
き
も
の
ピ
な
b
ピ
せ
ば
、
此
案
は
た
い
γ

租
税
負
強
の
粧
械
を
釘
は
ん
正

す
る
や
う
な
消
極
的
な
も
の
で
は
な
〈
、
進
ん
で
新
施
設
を
潟
寸
ペ
き
積
極
的
な
方
策
正
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の

ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
心
。
従

τ自
作
農
地
の
地
租
兎
除
及
腔
減
策
や
一
般
的
な
る
田
畑
地
租
の
兎
除
及
軽
減
策
や

ご
此

ω地
租
委
譲
策
ご
は
、
立
(
の
政
策
の
立
場
ど
す
る
所
に
於
て
、
少
か
ら
や
'
趣
を
田
践
に
す
る
を
知
る
べ
き
で
あ

る。
そ
れ
に
又
地
租
の
地
方
委
譲
ご
い
ふ
方
策
は
、
た
い
V

農
村
や
農
民
ぱ
か
'
り
を
眼
中
に
置
い
て
居
る
も
の
で
は
な

守子持?<!，，"，'いf弐'(~_>'1!4"':~'，仰向剤耐，""刈引材'..-"，-古川咋 C~，



叉
は
地
方
産
業
及
文
化
の
後
述
を
闘
る
ご
い
ふ
-
』
芭
に
あ
る
に

L
τ
も、

ぞ
れ
は
都
曾
地
ぜ
農
村
正
を
市
個
別
せ
歩

ぃ
。
地
方
芯
レ
へ
ば
市
E
町
村
正
を
お
す
も
の
な
る
こ
ど
勿
論
の
義
な
れ
ば
、
都
合
地
た
る
市
部
も
委
譲
の
恩
恵

に
岬
附
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
・
案
の
目
的
正
す
る
所
は
地
方
民
の
負
措
の
軽
減
正
い
ふ
-
て
ヒ
に
め
る
に

L
て
も
、

叉
都
曾

ω佐
民
正
農
村

ω住
民
正
に
就
い
て
も
‘
民
別
し
て
考
へ
た
案
で
は
な

ν。
此
動
が
叉
此
出
品
芭
他
の
自
作

農
地
若
〈
は
一
般
問
川

ω地
税
の
兎
除
又
は
軽
減

ω方
策
正
少
か
ら
宇
越
を
異
に
す
る
所
で
あ
る
。
帥
も
地
租
委

地
租
委
議
案
に
劃
し
て
は
、
同
じ
牧
盆
税
で
あ
ち
乍
b
、
雌
官
業
税
の
如
き
は
こ
れ
を
国
税
正

L
て
其
ま
、
一
凶
庫

一-'~，，，-~~--，一一

議
案
は
底
〈
地
方
の
負
師
抑
制
批
減
又
は
戚
〈
地
方
の
振
興
ご
い
ふ
こ
ど
を
目
的

E
L、
そ
の
提
案
者
の
之
を
認
め
る

や
う
に
一
日
仰
の
地
方
分
機
的
な
考
も
加
味
さ
れ
て
居
る
究
第
で
、
狭
〈
農
民
の
負
婚
相
判
減
ピ
か
夏
に
狭
〈
自
作
農

民
の
負
摺
腔
減
正
か
い
ム
こ
ど
を
円
的
ピ
し
て
居
な
い
。

枚
入
に
逃
し
泣
き
乍
ら
、
何
が
故
仁
た
hv

地
視
の
み
を
地
方
股
入
に
移
す
の
か
ど
い
ふ
租
税
鰻
系
論
上
の
反
駁
が

n!j 

諭

向
作
農
維
持
舗
と
し
て
白
地
租
兎
除

第
二
十
二
容

(
A
P
凹
斑
一
一
一
二
)

六
大
王

行
は
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
然
L
之
を
一
定
地
伺
額
以
下
の
田
畑
や
自
作
地
の
地
租
を
且
加
除
す
る
案

ω如
f
、
戒
者

に
制
到
し
て
且
血
税
を
柏
崎
し
、
然
か
も
物
税
仁
於
て
兎
税
制
を
設
げ
る
こ
正
に
件
ム
杭
税
負
地
問
公
平
論
上
の
非
難
や
諜

税
原
則
上
の
快
蜘
や
は
之
を
弛
れ
る
こ
己
が
出
来
る
o

卸
ち
謀
枕

ω一
公
品
・
ピ
い
よ
上
か
ら
い
へ
ば
、
兎
に
角
地
利

は
一
般
的
に
徴
牧
L
て
た
い
北
百
枚
入
を
岡
践
が
ら
地
方
に
移
す
己
い
ふ

rり
の
こ
ど
に
か
ら
、
並
一
間
不
日
常
手
の

考
へ
ら
れ
る
伶
地
は
な

ν。
そ
の
意
味
に
於

τは
一
定
地
償
額
以
下
の
自
作
地
に
劃
す
る
蒐
税
を
行
ふ
方
策
の
如



HF 

備

自
作
底
維
持
筑
・
と
し
て
白
地
租
発
除

第
二
十
二
番

(
品
同
銃
一
三
ニ
)

-、-、
A

、

d
J
d
'
」
a
F

き
は
、
謀
税
上
の
R

公
平
を
失
す
る
ピ
い
ふ
非
難
に
は
最
も
多
〈
値
す
る
も
の
た
る
を
兎
れ
な
い
。
た
uv
之
を
課
税

上
の
見
地
か
ら
見
て
、
税
秘
的
根
本
原
則
に
照
L
て
考
へ
れ
ば
、

た
ご
へ
小
商
積
少
傾
絡
の
田
畑
の
所
有
者
な
b

維
持
の
必
要
己
い
ふ
こ
ご
に
服
し
合
せ
て
疎
枚
上
り
枇
曾
政
策
的
原
則
を
叫
酌
し
て
考
ふ
れ
ば
、

租
枕
原
則
上
山
り

.，，，句鳴い

εも
、
有
も
土
地
を
所
有
す
る
者
た
る
以
上
、
そ
し
て
そ
の
土
地
か
ら
牧
盆
を
得

τ居
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
般

益
枕
の
一
一
樹
ど
し
て
謀
せ
ら
れ
る
地
租

ω免
除
を
受
〈
べ
き
理
由
は
な

ν
。
プ
チ

I
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
謝
す
る
一

桶
の
偏
愛
政
策
な
り
己
非
難
せ
ら
れ
て
も
、
た

H
V

そ
れ
だ
り
の
意
味
か
ら
で
は
致
方
の
な
い
こ
ご
で
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
由
来
租
税
原
則
に
は
、
財
政
政
策
上
の
原
則
も
あ
る
正
同
時
に
純
情
政
策
上

ω原
則
ゐ

h
叉
枇
曾
政
一

策
上
の
原
則
も
ゐ

b
、
同
じ
〈
又
一
枇
曾
政
策
上

ω原
則
の
中
に
於
工
も
、
色
々
の
立
場
か
ら
見
て
取
拾
倒
酌
せ
ら

る
べ
き
所

ωも
の
、
存
す
る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
向
。
自
作
農
地
に
射
す
る
地
租
免
除
の
如
、
き
は
相
税
原
則
中
枇
曾

政
策
上
の
原
則
に
於
℃
製
求
す
る
所
り
負
励
掘
り
る
一
中
に
は
柳
か
艮
る
所
ゐ
る
に
相
迩
な
い
り
れ
ど
も
、
同
時
に
之

を
縦
・
併
政
策
上

ω原
則
仁
山
一

L
考
へ
自
作
農
地
の
保
護
ピ
い
ふ
見
地
か
ら
割
出

L
、
叉
枇
曾
政
策
上
中
産
階
級
の

一
般
論
己

L
て、

か
、
る
兎
秘
が
、
そ
の
大
原
則
に
反
る
正
い
ム
や
う
な
一
概
な
議
論
は
出
来
難
い
司
」
ピ
、
な

る
Q

そ
し
て
前
に
之
を
週
一
べ
に
や
う
に
現
今
臼
作
曲
凪
の
維
持
増
設
ど
い
ふ
こ
と
は
、
経
済
政
策
上
並
び
に
枇
命
政

策
上
必
要
依
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
ご
す
る
見
地
よ

b
す
れ
ば
、
課
税

ω公
平
ピ
い
ふ
貼
に
於
て
は
た
ご
へ
少

し
〈
は
依
げ
る
所
ゐ
b

E
も
、
他
の
一
見
に
有
力
な
る
原
則
上
の
要
求
か
ら
敢
て
之
を
行
は
ね
ば
な
ら
同
こ
芝
、
な



る
次
第
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
今
問
題
は
、
自
作
農
の
維
持
ご
い
ふ
こ
ご
に
存

L
、
忍
は
そ
の
見
地
か
ら
団
地
に
謝
す
る
兎
枕

や
税
負
傷
牒
減
や
の
ニ
ご
を
論
宇
る
次
第
だ
か
ら
、
彼
の
地
視
委
譲

ω方
策
は
、
上
に
逃
h
h
-

る
現
山
か
ら
直
接
に

問
題
に
側
れ
て
来
な
い
。
又
ゃ
、
問
題
を
康
〈
し
て
見
て
、
農
村
の
保
典
之
い
ふ
立
場
か
ら
、
そ
の
一
方
策
正
し

て
地
租
委
譲
の
こ
子
宮
放
へ
て
見

τも
、
刊
と
う
も
い
ゲ
い
ド
ピ
問
題
に
嘗
mm
ら
な
い
の
で
め
る
。

勿
論
自
作
田
畑

ω地
視
免
除
己
か
、
又
は
一
般
的
に
田
畑
山
り
地
柏
戦
以
己
か
一
定
地
償
額
以
下
の
旧
畑
の
地
祖

免
除
正
か
い
ふ
や
う
な
、
負
地
問
軽
減
に
り
を
意
味
す
る
方
策
を
以

τし
て
、
自
作
曲
昆
の
維
持
や
農
村

ω振
興
が
十

分
に
行
は
れ
得
る
も
り
で
は
な
い
。
斯
様
な
消
栃
策
以
外
に
積
極
的
な
施
設
の
斜
3
る
べ
き
も

ωが
多
々
ゐ

h
、

そ
れ
等

ω
積
極
策
Z
右
の
如
量
消
極
策
正
が
相
待
っ
て
相
扶
け
っ
、
行
は
れ
る
に
依
っ
て
、
円
的
は
速
し
得
ら
れ

る
も
の
ご
す
る
。
之
は
殆
ん
Y
一
論
す
る
迄
も
な
〈
明
か
な
こ
ぜ
で
あ
る
o

併
し
此
論
文
仁
於
て
花
は
か
、
る
一
般

に
捗
っ
た
政
策
論
を
試
み
や
う
己
す
る
の
で
は
な
〈
、
た
い
営
今
問
題
ご
な
っ
て
局
b
、
や
が
て
賀
行
せ
ら
る
べ

き
運
命
に
あ
る
自
作
農
地
の
地
租
弛
除
に
つ
い
て
、
之
を
自
作
農
維
持
及
増
設
正
い
ふ
見
地
よ
み
リ
見
、
そ

ω意
義

ピ
致
巣
己
ey考
山
脇
市
す
る
こ
ご
じ
し
た
い
り
の
こ
Z
で
あ
る
。
そ
し
て
之
を
潟
す
に
つ
い
て
は
、
併
に
一
言
し
た
や

号
に
、
政
銀
政
振
の
立
場
に
は
全
然
無
関
係
に
、
た
u
y

自
己
の
所
見
の
み
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
o

従

τ色

々
な
方
策
や
計
書
案
に
謝
す
る
批
評
も
、
或
政
殺
の
提
案
ご
し
て
之
を
見
1
批
評
し
た
わ
付
で
は
な
い
V
O

た
い
其

の
方
策
や
計
垂
案
そ
的
も
の
の
有
す
る
獅
立
の
意
義
に
つ
い
て
批
評
し
た
い
け
の
こ
己
で
ゐ
る
o

或
黛
一
以
の
立
場

か
ら
、
自
葉
山
提
案
を
帥
附
議
し
た
も
の

Z
が
、
非
難
し
た
も
の
ご
か
見
ら
れ
て
は
迷
惑
至
極
で
ゐ
品
。
(
終
)
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一
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